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開議 午前１０時００分   

────────────────────────────────── 

◎開会宣告 

○議長（ ） おはようございます。 

ただいまから第２日目の会議を開きます。 

ただいま出席している議員は１６名であります。 

定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（ ） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により議長において指名いたします。 

７番今西議員、８番西原議員、９番沓澤議員、以上３名を指名いたします。 

────────────────────────────────── 

◎委員会付託省略の議決 

○議長（  ここでお諮りします。 

提出されております日程第１０ 議案第１７号から日程第２４ 同意第２号までの１５

件については、会議規則第３９条第３項の規定に基づき、委員会の付託は省略したいと思

います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（  異議なしと認めます。 

したがって、日程第１０ 議案第１７号から日程第２４ 同意第２号までの１５件につ

いては、委員会の付託は省略することに決定いたしました。 

────────────────────────────────── 

◎日程第２ 議案第１号から日程第９ 議案第８号 

○議長（  日程第２ 議案第１号平成３１年度別海町一般会計予算、日程第

３ 議案第２号平成３１年度別海町国民健康保険特別会計予算、日程第４ 議案第３号平

成３１年度別海町下水道事業特別会計予算、日程第５ 議案第４号平成３１年度別海町介

護サービス事業特別会計予算、日程第６ 議案第５号平成３１年度別海町介護保険特別会

計予算、日程第７ 議案第６号平成３１年度別海町後期高齢者医療特別会計予算、日程第

８ 議案第７号平成３１年度町立別海病院事業会計予算、日程第９ 議案第８号平成３１

年度別海町水道事業会計予算の８件については一括議題といたします。 

内容について順次説明を求めますが、ここで説明者に申し上げます。 

この８件の新年度予算については、予算審査特別委員会を設置し、詳細な審査をしたい

と考えておりますので、内容については要点のみにとどめて説明願います。 

それでは、初めに議案第２号平成３１年度別海町一般会計予算の説明を求めます。 

○総務部長（竹中 仁君） 議長。 

○議長（  総務部長。 

○総務部長（竹中 仁君） はい。 

議案第１号の内容説明を行います。 

別冊の「平成３１年度別海町一般会計予算書」、１ページをお開き願います。 
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平成３１年度別海町一般会計予算。 

平成３１年度別海町一般会計予算は、次に定めるところによる。 

第１条、歳入歳出予算。 

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１９６億円と定める。 

２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

第２条、債務負担行為。 

地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間

及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

第３条、地方債。 

地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限

度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

第４条、一時借入金。 

地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、４０億

円と定める。 

２ページをお開きください。 

「第１表 歳入歳出予算」で、初めに、「歳入」です。 

１款町税、１項から５項までで２３億９,７０９万３,０００円。 

２款地方譲与税、１項と２項で３億６,７００万円。 

３款利子割交付金、１項で４００万円。 

４款配当割交付金、１項で７００万円。 

５款株式等譲渡所得割交付金、１項で７００万円。 

６款地方消費税交付金、１項で３億１,７００万円。 

７款自動車取得税交付金、１項で３,６５０万円。 

８款環境性能割交付金、１項で２,６００万円。 

９款国有提供施設等所在市町村助成交付金、１項で３,９５３万１,０００円。 

１０款地方特例交付金、１項で１,６７０万円。 

１１款地方交付税、１項で６４億６,０００万円。 

３ページで、１２款交通安全対策特別交付金、１項で３００万円。 

１３款分担金及び負担金、１項と２項で２億７,１９７万６,０００円。 

１４款使用料及び手数料、１項から３項で２億７,２９４万２,０００円。 

１５款国庫支出金、１項から３項で２３億７,７２５万６,０００円。 

１６款道支出金、１項から３項で１６億１,８３５万６,０００円。 

１７款財産収入、１項と２項で５,９３０万３,０００円。 

１８款寄附金、１項で１億１０万円。 

１９款繰入金、１項で１２億６,６９４万２,０００円。 

２０款繰越金、１項で１,０００万円。 

２１款諸収入、１項から４ページにかけまして、５項まで１３億９,４１０万１,０００

円。 

４ページにお進み願います。 

２２款町債、１項で２５億４,８２０万円。 

歳入合計で１９６億円とするものです。 
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次に、５ページで、「歳出」です。 

１款議会費、１項で８,９６１万３,０００円。 

２款総務費、１項から６項で１４億２,６６０万７,０００円。 

３款民生費、１項と２項で２６億３,６１３万２,０００円。 

４款衛生費、１項から３項で１６億８８９万５,０００円。 

５款労働費、１項で９４万５,０００円。 

６款農林水産業費、１項から４項で４１億５,０７２万２,０００円。 

７款商工費、１項で２億７,４８１万３,０００円。 

８款土木費、１項から６ページ上段まで続いて、５項まで、１６億４,９１１万     

６,０００円。 

６ページに進みまして、９款消防費、１項で１３億４,８４１万１,０００円。 

１０款教育費、１項から６項で２２億９,７１０万３,０００円。 

１１款災害復旧費、１項で１６万円。 

１２款公債費、１項で１８億１,０２０万円。 

１３款給与費、１項で２２億７,７２８万３,０００円。 

１４款予備費、１項で３,０００万円。 

以上、歳出合計で１９６億円とするものです。 

次に、７ページで、「第２表 債務負担行為」です。 

１件目は、別海町酪農工場機器整備（２００ｍｌ牛乳充填機）、期間は、平成３２年度か

ら平成３９年度まで、限度額は８,６１７万４,０００円です。 

２件目は、草地畜産基盤整備事業（畜産担い手総合整備型）再編整備事業新酪中春別地

区により整備される草地造成及び草地整備、農業用施設、農業用機械などを公益財団法人

北海道農業公社から委託又は譲渡を受けることに伴う債務負担、期間は、平成３２年度か

ら平成３４年度まで、限度額は２億５,３３０万８,０００円。 

３件目は、生涯学習センター建設工事、期間は、平成３２年度から平成３３年度までで、

限度額は３０億４,２１４万円です。 

次に、「第３表 地方債」です。 

１件ごとの説明は省略させていただきますが、１点目、省エネ防犯灯整備事業から９  

ページをお開きいただきまして、９ページの下から３段目、学校給食センター改築事業ま

での３６事業と、次の段の臨時財政対策債を合わせた限度額の合計は２５億４,８２０万円

となります。 

なお、全ての起債の方法は、普通貸借又は証券発行。 

利率は、３．０％以内（ただし、利率見直し方式で借入れし、利率の見直しを行った後

においては当該見直し後の利率）。 

償還の方法ですが、公的資金については、その融資条件により、その他の場合にはその

債権者と協定する。 

ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低

利に借換えすることができる、とするものです。 

次の１１ページから２３６ページまでの「歳入歳出予算事項別明細書」の説明は、全て

省略をさせていただきます。 

２３７ページをお開き願います。 

２３７ページからは、「給与費明細書」です。 
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１の「特別職」ですが、表の下段、前年当初との比較の欄で説明をさせていただきます。 

まず、長等は、給与費の期末手当で０.０５月分、１２万３,０００円の増。 

共済費で１０万４,０００円の減。 

合計で１万９,０００円の増となります。 

議員は、給与費の期末手当で０.０５月分、２１万４,０００円の増、共済費で５４万  

９,０００円の減、合計で３３万５,０００円の減です。 

その他の特別職は、職員数が４７５人の増、報酬が３７０万２,０００円の増、合計も同

じく３７０万２,０００円の増となります。 

比較欄の計ですが、職員数では全体で４７５人の増、報酬が３７０万２,０００円の増、

期末手当が３３万７,０００円の増、給与費計では４０３万９,０００円の増、共済費が  

６５万３,０００円の減、合計で３３８万６,０００円の増となります。 

次に、２３８ページをお開きください。 

２の「一般職」です。 

「（１）の総括」で、こちらも比較の欄で御説明いたします。 

職員数に増減はありません。 

給与費の給料は、４６０万円の減、職員手当は、１１５万円の増、給与費計で３４５万

円の減。 

共済費は、２４３万円の増、合計では１０２万円の減となるものです。 

次の表、職員手当の内訳、それから２３９ページの「（２）給料及び職員手当の増減額の

明細」、続いて、２４０ページから２４３ページまでの「（３）給料及び職員手当の状況に

ついて」は、説明を省略させていただきます。 

２４４ページをお開き願います。 

２４４ページからは、「債務負担行為に関する調書」です。 

こちらも１件ごとの説明は省略をさせていただきます。 

１件目の別海町酪農工場機器整備から始まりまして、２５２ページまで進んでいただい

て、２５２ページ、最後の公の施設に係る指定管理者に対する委託料、別海町ふれあいラ

ンドまで全部で５９件、債務負担行為限度額の合計で６４億３,２３１万９,０００円、前

年度平成３０年度末までの支出見込額は１４億２,４９３万８,０００円、当該年度平成 

３１年度以降の支出予定額が１６億７６０万７,０００円で、上段括弧内の８億７,５０６

万４,０００円は、平成３１年度分の支出予定額となります。 

なお、表の右側には、平成３１年度以降の支出予定額にかかわる、それぞれの財源内訳

を記載しています。 

最後に、２５３ページです。 

「地方債にかかわる調書」です。 

こちらも、それぞれの区分の説明は省略をさせていただきます。 

１の公共事業等債から１４．都道府県貸付金までの合計で申し上げます。 

表の１番下の段で、平成２９年度末現在高は１５８億２,２５６万６,０００円、平成  

３０年度末現在高見込み額が１６５億８３１万円、平成３１年度中増減見込み額で、平成 

３１年度中の起債見込み額が２５億４,８２０万円、平成３１年度中元金償還見込み額が 

１７億４３９万３,０００円、平成３１年度末現在高の見込み額は１７３億５,２１１万  

７,０００円となります。 

以上で議案第１号の概要について説明を終わります。 
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○議長（  次に、議案第２号平成３１年度別海町国民健康保険特別会計予算、

議案第４号平成３１年度別海町介護サービス事業特別会計予算、議案第５号平成３１年度

別海町介護保険特別会計予算、議案第６号平成３１年度別海町後期高齢者医療特別会計予

算の４件について順次説明を求めます。 

○福祉部長（河嶋田鶴枝君） はい。 

福祉部長。 

○福祉部長（河嶋田鶴枝君） 議案第２号及び第４号から第６号までの福祉部関係特別会

計４件について、続けて説明させていただきます。 

まず初めに、議案第２号平成３１年度別海町国民健康保険特別会計予算の内容を説明し

ます。 

別冊「予算書」、１ページをお開きください。 

平成３１年度別海町国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

第１条、歳入歳出予算。 

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２６億４,３００万円と定める。 

２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

第２条、一時借入金。 

地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、   

５,０００万円と定める。 

２ページをお開き願います。 

「第１表 歳入歳出予算」。 

款の金額で説明します。 

まず、「歳入」です。 

１款国民健康保険税、１項で９億５,８２５万５,０００円。 

２款道支出金、１項で１５億７６５万９,０００円。 

３款財産収入、１項で４２万４,０００円。 

４款繰入金、１項と２項で１億７,６１０万１,０００円。 

５款繰越金、１項で１万円。 

６款諸収入、１項と２項で５５万１,０００円。 

歳入合計で２６億４,３００万円とするものです。 

次に、３ページ、「歳出」です。 

１款総務費、１項から４項で２,６８５万８,０００円。 

２款保険給付費、１項で１４億１,６４０万円。 

３款国民健康保険事業費納付金、１項で１１億７,７５９万６,０００円。 

４款保健事業費、１項と２項で１,３８２万３,０００円。 

５款基金積立金、１項で４２万４,０００円。 

６款諸支出金、１項で２８９万９,０００円。 

７款予備費、１項で５００万円。 

歳出合計で２６億４,３００万円とするものです。 

５ページから２２ページまでの「歳入歳出予算事項別明細書」の説明は省略させていた

だきます。 

次に、２３ページをお開きください。 
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こちらは、「給与費明細書」です。 

１の「特別職」で、別海町国民健康保険運営協議会委員に係る報酬となります。 

本年度、その他特別職、職員数は７人で、報酬は２６万４,０００円です。 

表の１番下、比較で、人数の増減はありませんが、報酬が６万３,０００円の減となりま

す。 

以上で議案第２号の内容説明を終わります。 

次に、議案第４号平成３１年度別海町介護サービス事業特別会計予算の内容を説明しま

す。 

別冊「予算書」、１ページをお開きください。 

平成３１年度別海町介護サービス事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

第１条、歳入歳出予算。 

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５億１,１７０万円と定める。 

２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

第２条、地方債。 

地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限

度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

２ページをお開きください。 

「第１表 歳入歳出予算」。 

こちらも款の金額で説明します。 

まず、「歳入」です。 

１款介護サービス費、１項で１億４,６４３万３,０００円。 

２款使用料及び手数料、１項と２項で３,８７０万４,０００円。 

３款財産収入、１項で２９万６,０００円。 

４款繰入金、１項で３億８７０万円。 

５款繰越金、１項で１万円。 

６款諸収入、１項で１,１５５万７,０００円。 

７款町債、１項で６００万円。 

歳入合計で５億１,１７０万円とするものです。 

次に、３ページ、「歳出」です。 

１款介護サービス事業費、１項で１億４,４７２万９,０００円。 

２款公債費、１項で５,８４３万７,０００円。 

３款給与費、１項で３億５５３万４,０００円。 

４款予備費、１項で３００万円。 

歳出合計で５億１,１７０万円とするものです。 

続いて、４ページをお開きください。 

「第２表 地方債」です。 

起債の目的は、老人保健施設整備事業で施設における省エネ照明機器導入に係るもので

す。 

限度額は６００万円。 

起債の方法は普通貸借。 

利率は３．０％以内（ただし、利率見直し方式で借入れし、利率の見直しを行った後に
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おいては当該見直し後の利率）。 

償還の方法は、公的資金については、その融資条件により、その他の場合には、その債

権者と協定する。 

ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低

利に借換えすることができる、とし、合計で６００万円とするものです。 

次に、こちらの５ページから２２ページまでの「歳入歳出予算事項別明細書」の説明は

省略させていただき、２３ページをお開きください。 

こちらは、「給与費明細書」です。 

１の「一般職」、「総括」です。 

１番下の比較の欄で説明します。 

職員数は、再任用短時間勤務の職員で１名の増。 

給与費は、給料で４３５万５,０００円の増、職員手当で２９０万５,０００円の増、給

与費計では７２６万円の増。 

次に、共済費は、２４１万２,０００円の増。 

合計で９６７万２,０００円の増となるものです。 

下の表、職員手当の内訳と２４ページから２８ページまでの明細等については、説明を

省略させていただきます。 

次に、２９ページをお開きください。 

こちらは、「地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末におけ

る現在高の見込みに関する調書」です。 

介護サービス事業債で、平成２９年度末現在高は４億９,０４３万４,０００円、平成  

３０年度末現在見込額は４億４,１９３万４,０００円、平成３１年度中増減見込みで平成

３１年度中起債見込額は６００万円、平成３１年度中元金償還見込額は、４,９５１万  

３,０００円を予定し、平成３１年度末現在高見込み額が３億９,８４２万１,０００円とな

るものです。 

以上で議案第４号の内容説明を終わります。 

続いて、議案第５号平成３１年度別海町介護保険特別会計予算の内容を説明します。 

別冊「予算書」の１ページをお開きください。 

平成３１年度別海町介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

第１条、歳入歳出予算。 

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１億６,４３０万円と定める。 

２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

３ページをお開きください。 

「第１表 歳入歳出予算」。 

款の金額で説明します。 

まず、「歳入」です。 

１款保険料、１項で２億４,０３７万２,０００円。 

２款分担金及び負担金、１項で１２７万４,０００円。 

５款国庫支出金、１項と２項で２億５,１７５万５,０００円。 

４款支払基金交付金、１項で３億１,６３２万３,０００円。 

５款道支出金、１項と２項で１億６,８４４万５,０００円。 
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６款財産収入、１項で１万５,０００円。 

７款繰入金、１項と２項で１億８,４９７万３,０００円。 

８款繰越金、１項で１万円・ 

９款諸収入、１項と２項で１１３万３,０００円。 

歳入合計で１１億６,４３０万円とするものです。 

４ページをお開きください。 

「歳出」です。 

１款総務費、１項から３項で１,７９９万２,０００円。 

２款保険給付費、１項で１０億７,７４０万円。 

３款地域支援事業費、１項から３項で６,５４９万３,０００円。 

４款基金積立金、１項で１万５,０００円。 

５款諸支出金、１項で４０万円。 

６款予備費、１項で３００万円。 

歳出合計で１１億６,４３０万円とするものです。 

こちらも５ページから２２ページまでの「歳入歳出予算事項別明細書」の趣旨説明は省

略させていただきます。 

次に、２３ページをお開きください。 

こちらは「給与費明細書」です。 

１の「特別職」で、介護認定審査会委員４名と高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計

画策定委員１０名に係る報酬です。 

本年度、その他の特別職の職員数は１４名、報酬は１０３万４,０００円となります。 

表の１番下、比較で、前年度からの増減はありません。 

以上で議案第５号の内容説明を終わります。 

最後に、議案第６号平成３１年度別海町後期高齢者医療特別会計予算の内容を説明しま

す。 

別冊「予算書」の１ページをお開きください。 

平成３１年度別海町後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。 

第１条、歳入歳出予算。 

歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞれ１億７,０７０万円と定める。 

２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」

による。 

２ページをお開きください。 

「第１表 歳入歳出予算」、款の金額で説明します。 

まず、「歳入」です。 

１款後期高齢者医療保険料、１項で１億１,６２５万５,０００円。 

２款繰入金、１項で５,４２２万４,０００円。 

３款繰越金、１項で１，０００円。 

４款諸収入、１項と２項で２２万円。 

歳入合計で１億７,０７０万円とするものです。 

次に、３ページ、「歳出」です。 

１款総務費、１項と２項で１３５万３,０００円。 

２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項で１億６,６１３万７,０００円。 
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３款諸支出金、１項で２１万円。 

４款予備費、１項で３００万円。 

歳出合計で１億７,０７０万円とするものです。 

こちらも、次ページ以降の「歳入歳出予算事項別明細書」の説明は省略させていただき

ます。 

以上で議案第６号の内容説明を終わります。 

○議長（  次に、議案第３号平成３１年度別海町下水道事業特別会計予算、

議案第８号平成３１年度別海町水道事業会計予算の２件について順次説明を求めます。 

○建設水道部長（山岸英一君） はい。 

○議長（  建設水道部長。 

○建設水道部長（山岸英一君） それでは、議案第３号・８号について説明させていただ

きます。 

まず、議案第３号の内容について説明いたします。 

別冊の「平成３１年度別海町下水道事業特別会計予算」の１ページをお開きください。 

議案第３号平成３１年度別海町下水道事業特別会計予算。 

平成３１年度別海町下水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

第１条、歳入歳出予算。 

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８億３,７６０万円と定める。 

第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

第２条、債務負担行為。 

地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間

及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

第３条、地方債。 

地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限

度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

２ページをお開きください。 

「第１表 歳入歳出予算」です。 

款の金額で申し上げます。 

まず、「歳入」です。 

１款分担金及び負担金、１項で８２万円。 

２款使用料及び手数料、１項と２項で１億４,９３４万円。 

３款国庫支出金、１項で２億１,６２０万円。 

４款繰入金、１項で３億５２３万円。 

５款繰越金、１項で１万円。 

６款諸収入、１項で７０万円。 

７款町債、１項で１億６,５３０万円。 

歳入合計で８億３,７６０万円とするものです。 

続いて、３ページの「歳出」です。 

１款総務費、１項で１,６５１万８,０００円。 

２款下水道事業費、１項で３億７,１４０万９,０００円。 

３款集落排水施設費、１項と２項で２億２,５７４万４,０００円。 
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４款公債費、１項で１億９,９５１万７,０００円。 

５款給与費、１項て２,１４１万２,０００円。 

６款予備費、１項で３００万円。 

歳出合計で８億３,７６０万円とするものです。 

４ページをお開きください。 

「第２表 債務負担行為」です。 

全部で４件です。 

事項の１件目は、平成３１年度水洗便所改造等資金融資による金融機関に対する損失補

償。 

これは、貸し付けした資金を返済できないケースが出た場合に、その損失を補償するも

のです。 

期間は、平成３１年度から平成３６年度までで、限度額は２１０万円です。 

２点目は、別海町水洗便所改造資金融資条例に基づく金融機関に対する負担です。 

これは、平成３１年度融資分に対する利子補給です。 

期間は、平成３２年度から平成３６年度までで、限度額は１万円です。 

３件目は、「別海町特定環境保全公共下水道別海終末処理場の建設工事委託に関する協

定」に基づく別海終末処理場機械電気設備工事、期間は平成３２年度で、限度額は８億  

５２０万円です。 

４件目は、「別海町特定環境保全公共下水道走古丹終末処理場の建設工事委託に関する

協定」に基づく走古丹終末処理場機械電気設備工事、期間は平成３２年度で、限度額は１

億９,２８０万円です。 

次に、５ページ、「第３表 地方債」です。 

起債の目的、特定環境保全公共下水道事業、限度額１億５３０万円。 

続いて、農業集落排水事業、限度額６,０００万円。 

合計限度額で１億６,５３０万円。 

起債の方法は普通貸借。 

利率は３．０％以内（ただし、利率見直し方式で借入れし、利率の見直しを行った後に

おいて当該見直し後の利率）。 

償還の方法ですが、公的資金については、その融資条件により、その他の場合にはその

債権者と協定する。 

ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低

利に借換えすることができるものとするものです。 

次の７ページからの「歳入歳出予算事項別明細書」の説明は省略させていただきます。 

１９ページをお開きください。 

「給与明細書」です。 

「１ 一般職」です。 

「（１）総括」。 

上の表の下段、比較の欄で申し上げます。 

職員数に増減はございません。 

給与費の給料、４１万５,０００円の増、職員手当４万２,０００円の減、給与費計で  

３７万３,０００円の増。 

共済費１８万４,０００円の増。 
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合計では５５万７,０００円の増額となるものです。 

以下、２１ページまでの職員手当の内訳、「（２）給料表及び職員手当の増減額の明細」、

及び「（３）給料及び職員手当の状況」につきましては、説明を省略させていただきます。 

２２ページをお開きください。 

「地方債に関する調書」です。 

下水道事業債（一般分）と臨時財政特例債の合計で申し上げます。 

平成２９年度末現在高１３億５,７５９万４,０００円、平成３０年度末現在高見込み額 

１３億３,２２５万３,０００円、平成３１年度中増減見込み額で平成３１年度中起債見込

み額は１億６,５３０万円、平成３１年度中元金償還見込み額は１億７,６４３万８,０００

円です。 

よって、平成３１年度末現在高見込み額は１３億２,１１１万５,０００円となるもので

す。 

以上で議案３号の内容説明を終わらせていただきます。 

続きまして、議案第８号の内容説明をいたします。 

別冊の「平成３１年度別海町水道事業会計予算」。 

第１条、総則。 

平成３１年度別海町水道事業会計予算は、次に定めるところによる。 

第２条、業務の予定量。 

業務の予定量を、次のとおりとする。 

１号、給水件数、７，２３６件。 

２号、年間総給水量、５２０万６,４７５立方メートル。 

３号、１日平均給水量、１万４,２２５立方メートル。 

第３条、収益的収入及び支出。 

収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収入です。 

１款水道事業収益、１項と２項で１０億５,４０５万４,０００円。 

支出です。 

１款水道事業費用、１項から３項で８億１,４４９万６,０００円です。 

第４条、資本的収入及び支出。 

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に

対して不足する額３億３,０５９万４,０００円は、減債積立金１億６,３７９万８,０００

円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５,０４９万９,０００円、過年度分

損益勘定留保資金１億１,６２９万７,０００円で補てんするものとする。） 

収入です。 

１款資本的収入、１項と２項で４億１１０万円。 

支出です。 

１款資本的支出、１項から３項で７億３,１６９万４,０００円です。 

２ページをお開きください。 

５条、債務負担行為。 

債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事項は、財務省用地賃貸料、期間は、平成３２年度から平成３３年度まで、限度額は、

平成３２年度７,０００円、平成３３年度７,０００円です。 
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第６条、企業債。 

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的、１件目、国営環境保全型かんがい排水事業、限度額は２億３５０万円。 

２件目、農業用水路等長寿命化事業、限度額は１億９,０００万円。 

起債の方法は証書借入。 

利率は、３．０％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れし、利率の見直しを行った

後においては、当該見直し後の利率）。 

償還の方法は、借入先の融資条件による。 

ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる、と

するものです。 

第７条、一時借入金。 

一時借入金の限度額は、５,０００万円と定める。 

８条、予定支出の各項の経費の金額の流用。 

予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

決算により消費税及び地方消費税予算に不足が生じた場合、その充当のため項間の流用

ができるものとする。 

第９条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費。 

次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

１号、職員の給与費、５,１５８万円。 

２号、交際費、５万円。 

第１０条、たな卸資産購入限度額。 

たな卸資産の購入限度額は、３,７２７万３,０００円と定める。 

３ページからの「予算実施計画」、及び５ページからの「予算実施計画説明書」の説明は

省略させていただきます。 

１２ページをお開きください。 

「平成３１年度 別海町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）」です。 

この計算書は、実際の収入から支出を差し引いて、手元に残る現金預金の流れをあらわ

したものです。 

説明は、各区分ごとの差し引き合計で申し上げます。 

「１ 業務活動によるキャッシュ・フロー」。 

下段の差し引き合計で３億８,１０２万１,０００円の増。 

「２ 投資活動によるキャッシュ・フロー」。 

差し引き合計で６億２,８００万１,０００円の減。 

「３ 財務活動によるキャッシュ・フロー」。 

差し引き合計で３億４,７９０万２,０００円の増。 

３区分の合計の資金増減額は、下段から３段目で１億９２万２,０００円の増となり、最

下段の資金期末残高は、２５億８,４６９万２,０００円となる予定です。 

次に、１３ページをお開きください。 

「給与費明細書」です。 

「１．総括」で、上の表の下段、比較の合計欄で申し上げます。 

 職員数の増減はございません。 
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給与費、給与、３７万６,０００円の増、手当、１９万４,０００円の増、給与費計で   

５７万円の増。 

法定福利費、５６万２,０００円の増。 

合計で１１３万２,０００円の増となり、本年度の合計で５,１５８万円となる予定です。 

以下、１５ページまでの「手当の内訳」、２の「給料及び手当の増減額の明細」、及び３

の「給料及び手当の状況」につきましては、説明を省略させていただきます。 

１６ページをお開きください。 

「債務負担行為に関する調書」です。 

事項は財務省用地賃貸料で、限度額は１万４,０００円です。 

平成３２年度以降の支払義務発生予定額は、平成３２年度から平成３３年度の金額で１

万４,０００円を見込んでおります。 

以下、１０ページまでの「予定損益計算書」「予定貸借対照表」及び「注記表」につきま

しては、説明を省略させていただきます。 

以上、議案第８号の内容説明といたします。 

○議長（  次に、議案第７号平成３１年度町立別海病院事業会計予算の説明

を求めます。 

○病院事務長（大槻祐二君） 議長。 

○議長（ 勝君） 病院事務長。 

○病院事務長（大槻祐二君） それでは、議案第７号の内容説明をいたします。 

別冊の「町立別海病院事業会計予算書」の１ページをお開き願います。 

平成３１年度町立別海病院事業会計予算。 

第１条、総則。 

平成３１年度町立別海病院事業会計予算は、次に定めるところによる。 

第２条、業務の予定量。 

業務の予定量は、次のとおりとする。 

１項、病床数、８４床。 

１号、一般病床、８３床。 

２号、未熟児室、１床。 

２項、年間患者数、１０万２,３１８人。 

１号、入院、２万４,４５５人。 

２号、外来、７万７,８６３人。 

３項、一日平均患者数、３８７人。 

１号、入院、６７人。 

２号、外来、３２０人。 

４項、主要な建設改良事業、院内総合情報システム整備事業、事業費、１億２,２０３万

円、医療機械器具購入事業、事業費、６,３９７万４,０００円。 

第３条、収益的収入及び支出。 

収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収入です。 

１款病院事業収益、１項から３項で２１億７４２万円。 

支出です。 

１款病院事業費用、１項から４項で２３億２,２４４万７,０００円。 
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２ページをお開き願います。 

第４条、資本的収入及び支出。 

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額７,０２７万６,０００円は過年度分損益勘定留保資金７,０２７万   

６,０００円で補てんするものとする。）。 

収入です。 

１款資本的収入、１項から３項で２億６,３０２万６,０００円。 

支出です。 

１款資本的支出、１項と２項で３億３,３３０万２,０００円。 

第５条、企業債。 

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的、院内総合情報システム整備事業、限度額、１億２,２００万円。 

もう１点です。 

医療機械器具購入事業、限度額２,８７０万円。 

起債の方法は、いずれも証書借入。 

利率は、いずれも３．０％以内。 

償還の方法、これもいずれも借入先の融資条件による。 

ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は、低利に借り換えることができる。 

第６条、一時借入金。 

一時借入金の限度額は、１億円と定める。 

第７条、議会の議決を経なければ流用することができない経費。 

次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそ

れ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

１号、職員給与費、１３億２,７９１万１,０００円。 

２号、交際費、１３０万円。 

第８条、他会計からの補助金。 

次に掲げる事由により、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりと定

める。 

１号、医師及び看護師等の研究研修に要する経費、３９３万１,０００円。 

２号、病院事業職員の基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費、２,３７２万   

２,０００円。 

３号、病院事業職員の追加費用負担金に要する経費、１,０００万円。 

４号、児童手当に要する経費、６１１万円。 

５号、院内保育所に要する経費、１,９９２万４,０００円。 

６号、医師の派遣をうけることに要する経費、２,９０６万７,０００円。 

第９条、たな卸資産の購入限度額。 

たな卸資産の購入限度額は、２億２,２００万円と定める。 

第１０条、重要な資産の取得。 

重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

種類、器械備品、名称、全自動錠剤分包機等、数量、一式。 

第１１条、予定支出の各項の経費の金額の流用。 

予定支出の各項の経費の金額を流用することが出来る場合は、次のとおりと定める。 
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決算により消費税及び地方消費税予算に不足が生じた場合、その充当のため項間の流用

が出来るものとする。 

５ページからの「予算実施計画」、及び８ページからの「予算実施計画説明書」は省略さ

せていただき、１５ページをお開きください。 

「平成３１年度 町立別海病院事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）」です。 

この決算書は、実際の収入から支出を差し引いて、手元に残る現金預金の流れをあらわ

したものです。 

説明は、各区分ごとの差し引き合計で申し上げます。 

「１ 業務活動によるキャッシュ・フロー」。 

差し引き合計で１,７４１万２,０００円のマイナス。 

左側下段で、「投資活動によるキャッシュ・フロー」。 

差し引き合計で１億３,９８０万４,０００円。 

「３ 財務活動によるキャッシュ・フロー」。 

右側上段になりますが、差し引き合計で８,３５２万８,０００円のプラスとなります。 

区分合計での資金増減額は、右下、下から３段目で７,３６８万８,０００円のマイナス

となり、資金期末残高予定額は、右下、最下段で２,１８５万３,０００円となります。 

この金額が平成３２年３月末の現金預金額となる予定でございます。 

続きまして、１６ページとなります。 

「給与費明細書」です。 

下段、比較の合計欄で申し上げます。 

職員数、一般職で２名の増。 

給与費、給料、１７１万４,０００円の減、報酬賃金、２３５万２,０００円の増、手当、

１,６７９万４,０００円の減、給与費計で１,６１５万６,０００円の減。 

法定福利費、１７万７,０００円の減。 

合計で１,６３３万３,０００円の減額となり、本年度合計で１３億２,７９１万    

１,０００円の予定であります。 

以下、２１ページまでの「手当の内訳」「２．給料及び手当の増減額の明細」「３．給料

及び手当の状況」、及び２５ページまでの「町立別海病院事業予定損益計算書」「町立別海

病院事業予定貸借対照表」「注記表」につきましては、説明を省略させていただきます。 

以上で議案第７号の内容説明を終わります。 

○議長（  以上で議案第１号から議案第８号までの平成３１年度別海町各会

計予算の８件について、内容説明が終わりました。 

ここでお諮りします。 

平成３１年度別海町各会計予算の８件については、全員をもって構成する予算審査特別

委員会を設置して、これに付託の上、審査することにしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（  異議なしと認めます。 

したがって、議案第１号から議案第８号までの８件については、全員をもって構成する

予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定しました。 

なお、特別委員会の名称は、平成３１年度別海町各会計予算審査特別委員会とします。 

次に、委員長及び副委員長の選出については、さきの議会運営委員会において、先例に
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基づき候補者が選考されております。 

お諮りします。 

委員長及び副委員長の選出については、議会運営委員会での選考に基づき、委員長に  

１０番小林議員、副委員長に７番今西議員とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（  異議なしと認めます。 

したがって、平成３１年度別海町各会計予算審査特別委員会の委員長に１０番小林議員、

副委員長に７番今西議員と決定いたしました。 

お諮りします。 

ただいま、全員による平成３１年度別海町各会計予算審査特別委員会が設置されました

ので、本会議での質疑は、省略したいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（  異議なしと認めます。 

したがって、本会議での質疑は、省略することに決定いたしました。 

ここで会議を１０分間休憩いたします。 

午前１１時０１分 休憩 

────────────── 

午前１１時１１分 再開 

○議長（  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 議案第１７号 

○議長（  日程第１０ 議案第１７号別海町表彰条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

○総務部次長（今野健一君） 議長。 

○議長（  総務部次長。 

○総務部次長（今野健一君） 議案第１７号別海町表彰条例の一部を改正する条例の制定

について説明いたします。 

議案は、１７ページから１８ページ、議案資料は、１ページから３ページになります。 

本町における表彰の種類及び基準については、別海町表彰条例及び条例施行規則におい

て定められており、町政の進展に寄与した方等の功績をたたえ、毎年度、その功績の内容

により該当する表彰の授与を行っております。 

この条例における表彰の種類及び基準の中で、本町における最も高基準の表彰は、別海

町功労者表彰となっておりますが、この基準を大きく上回る功績がある方についても、現

在の条例等の規定においては功労者表彰を授与することになります。 

このことから功績に見合った表彰を授与することができるよう、功労者の表彰よりも高

基準となる別海町特別功労者表彰を創設するため条例の一部を改正しようとするものです。 

なお、特別功労者表彰の表彰区分ごとの基準につきましては、功労者表彰等の他の表彰

と同様に別海町表彰条例施行規則において定めることとしております。 

それでは、議案の内容説明をいたしますが、議案の朗読は省略し、議案資料により説明

いたします。 
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議案資料の１ページをお開きください。 

「条例の一部を改正する条例の新旧対照表」です。 

表の右側が改正前、左側が改正後となります。 

５ページ下段、第３条、表彰の種類に、第１号として別海町特別功労者表彰を追加する

ものです。 

内容については、「次号に規定する別海町功労者表彰の基準を満たす者のうち、町政の振

興に大きく貢献し、特別功労者として尊敬するに値すると認められる者」を加え、新たな

表彰の種類と基準を設けるものです。 

特別功労者表彰を第１号として追加したことにより、別海町功労者表彰以下を１号ずつ

繰り下げます。 

次に、２ページです。 

第４条、審議委員会の設置についての改正です。 

第５項として、「審議委員会は、委員の２分の１以上が出席しなければ、会議を開くこと

ができない。」、第６項として、「審議委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否

同数のときは、委員長の決するところによる。」、以上の２項を加え、審議委員会成立の条

件を明記するものです。 

次の第６条第２項では、功労者表彰及び貢献賞の受賞者と同様に、新たに設ける特別功

労者表彰の受賞者に「特別功労賞」を贈ることとするものです。 

３ページをお開きください。 

第７条については、文言の整理、及び第３条において１号を加えたことによる各号の繰

り下げに伴い、引用する号を改正するものです。 

次に、第９条、功労者等の待遇については、第１号では「特別功労者」を追加し、文言

を整理するほか、「弔花」を削り、「死亡したときは葬儀場に弔旗を供え」を追加していま

す。 

また、第２号においても、同様に「弔花」を削り、「死亡したときは葬儀場に弔旗を供え」

を追加し、現状に合わせた表現に改正をするものです。 

以上が本条例の改正内容になります。 

また、附則として、この条例は、平成３１年４月１日から施行することとしています。 

以上で議案第１７号の内容説明を終わります。 

○議長（  議案第１７号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

質疑に入ります。 

ございませんか。 

○７番（今西和雄君） はい。 

○議長（  ７番今西議員。 

○７番（今西和雄君） はい。 

 今、別海町にいろいろと功労されたということで、今までの表彰よりもさらに、という

ことで説明があって理解をできたんですけど、そういう状況の町民の方が、近々そういう

思い当たる部分が考えられるということで、こういうふうに特別表彰という形のものをつ

くり上げたのか、その辺ちょっとお聞きします。 

○議長（  総務部次長。 

○総務部次長（今野健一君） お答えいたします。 
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現在対象となる方がいらっしゃるということではなくですね、現在の貢献賞よりも、例

えば功労があった方に対して、貢献賞の上が名誉町民ということで、かなりちょっと差が

あるということになります。 

そこでですね、その功労賞の上に一つ特別功労賞を設けたいというふうにするものです。 

以上です。 

○議長（  ７番今西議員。 

○７番（今西和雄君） はい、よろしいです。 

○議長（  よろしいですか。 

○７番（今西和雄君） はい。 

○議長（  次に、８番西原議員。 

○８番（西原 浩君） はい。 

考え方はすばらしいと思うんですけども、まず、現在、功労者表彰を贈る基準といいま

すか、どういうような基準で贈られているのかちょっとまず１点と、これから、特別功労

賞を贈るということは、さらに、基準を満たす者のうち、町政の振興に大きく貢献し、と

いうのは、どのような基準で特別功労賞っていう部分に、その上の賞ですよ、というよう

な基準といいますかね、線引きをどのような考え方で設けられているのか、その点につい

てお聞きしたいと思います。 

○議長（  総務部次長。 

○総務部次長（今野健一君） お答えいたします。 

現在、功労者、貢献賞、それぞれですね、規則のほうで各役職ごとに年数等を規定して

おります。 

基準を設けております。 

議会議員ですとか、法令に基づく委員さんですとか、それぞれ、その職ごとに基準を設

けているところです。 

今回新たにですね、貢献賞をクリアして、それに加えてということで、その役職ごとに、

また独自に個別にですね、年数を設定しているところです。 

それと、そのほかにもですね、功労者の基準をクリアした方で加算年数を加えなくても

ですね、それ以外にも、ほかの役職等でですね、町に貢献された方等につきましても、特

別功労者表彰の対象とするということで規則を定めているところです。 

以上です。 

○議長（  ８番西原議員。 

○８番（西原 浩君） はい。 

 今、規則で別にその職種ごと、行政職ごとに決めているという答弁だったんですけども、

その規則をちょっと確認するには、例規集を見れば載っているのか、その規則を確認する

方法を、ちょっと今のここがわからなかったんで、特別功労者表彰の規則がもう既に定め

られているのか、その辺もちょっと確認したいのと、我々が規則を確認したいときは、ど

のような手続を踏めば、それが確認できるのかっていうのを質問します。 

○総務部長（竹中 仁君） 議長。 

○議長（  総務部長。 

○総務部長（竹中 仁君） はい。 

 お答えいたします。 

規則につきましても、同時に条例の改正に合わせて改正しておりますので、例規類集に
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はですね、今データベース化しておりますので、若干期間がかかります。 

お示しすることはいつでもお示しできる状況にはなっておりますが、参考までに申し上

げますと、例を１点、２点について申し上げますと、例えば、議会議員の方であれば、功

労者表彰の基準年数は、今現在１２年というふうになっておりますけれども、特別功労者

の基準年数は２５年というふうに定めております。 

また、例えば、今回、民生委員の方はですね、これまで２５年が基準年数だったんです

けれども、２５年の基準年数でなかなか表彰基準に達する方があらわれないということで、

規則のほうでは功労者表彰の基準を２０年に改めた上、特別功労者の表彰基準年数を３０

年とするというふうに、各項目ごとにですね、基準年数を規則で定めたという状態になっ

ております。 

先ほど、次長が説明いたしましたけれども、必ずしもこの基準年数に全て縛られること

ではなく、例えば、ある項目で基準に１００％満たなくてもですね、他の項目で功績を積

んでいる方もいらっしゃいますので、そういった方につきましては、それを複合的に勘案

して、委員会に諮問をした上で、答申を受けるというようなことも、今回あわせて改正の

内容となっております。 

○副町長（佐藤次春君） はい。 

○議長（  副町長。 

○副町長（佐藤次春君） ちょっと私のほうから補足させていただきますけれども、今回、

今まで総務部次長、それから、ただいま総務部長が説明したとおりのですね、条例改正に

合わせた考え方で今規則の改正についても準備をしていると。 

どのような考え方でしたら、条例を改正しようとしているのかということで今説明をし

ましたけれども、現在の規則につきましては、先ほど一つ例で、議会議員につきましては

１２年と、いろんな委員の場合は何年、消防団にいた方は何年とありますけど、それは現

状のですね、功労者表彰、それと貢献賞ということで基準があります。 

現在の規則につきましては、もし、希望があればですね、お示し、配布することができ

ます。 

それと、少し一点つけ加えますとですね。 

例えば、今、議員の方々で１２年クリアしている方がいますけれども、原則、現職の時

点では表彰しないという考え方があります。 

そうしますと、１２年でクリアしてってもですね、２０年とか２５年、今の規定のまま

経過しても、今の表彰条例でいきますと功労者表彰と。 

そうすると１２年の方と、例えば、その倍の方とがですね、同じ表彰基準になってしま

うということもありましてですね、そういうことも含めて、今回、一つ上に特別功労者表

彰を、基準をつくりたいという意図があるということでございます。 

○議長（  ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（  ないようですので、質疑を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１１ 議案第１８号 

○議長（  日程第１１ 議案第１８号別海町行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題といたします。 
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内容について説明を求めます。 

○総務部次長（今野健一君） はい、議長。 

○議長（  総務部次長。 

○総務部次長（今野健一君） 議案第１８号別海町行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について御説明いたします。 

議案は、１９ページから２６ページ、議案資料は、４ページから１６ページになります。 

個人番号の利用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律、いわゆる番号法が公布され、平成２８年１月から社会保障、税、災害対

策の分野で、番号法で定められた事務、法定事務と言いますが、こちらにおいて個人番号

の利用が開始されております。 

番号法の規定では、町の内部であっても、ある事務で保管している個人番号を含む個人

情報を別の事務で利用する場合は、条例の制定が必要とされており、この規定に基づき、

本町においても平成２７年に条例を制定し、番号法に規定されている特定個人情報の庁内

連携ができるよう規定しています。 

また、番号法では、同法で定められた事務以外にも町の条例で定めることにより、町が

独自に規定する事務についても個人番号を利用できることが規定されていることから、町

民の利便性の向上や事務処理の円滑化が図られるよう、本町において独自に規定する事務

での個人番号及び特定個人情報の利用を可能とするため、条例の一部を改正しようとする

ものです。 

なお、特定の個人情報の利用に関し、必要な事項については、規則で定めることとして

おります。 

それでは、議案の内容説明をいたします。 

議案の朗読は省略し、議案資料により説明します。 

議案資料の４ページをお開きください。 

４ページの第４条、個人番号の利用範囲について、第１項に、本町が規定して行う事務

及びその事務において必要とする特定個人情報を別表１、別表２として定め、個人番号の

利用を可能とする１１項目の事務を規定するものです。 

５ページ中段から７ページ下段までが別表１で、個人番号を利用することができる事務

名を定めています。 

また、７ページ下段から１６ページまでが別表２です。 

別表２では、別表１で定めた個人番号を利用することができる事務において、利用可能

な特定個人情報を定めています。 

４ページに戻っていただきまして、次に、新たに第２項を追加し、別表２で定めた事務

について必要な特定の個人情報の利用を規定するものです。 

また、第２項を追加したことにより改正前の第２項を第３項に繰り下げています。 

５ページをお開きください。 

次に、第４項を追加し、別表２で定めた事務について、特定の個人情報を利用する場合

には、申請者から重ねて同一内容の情報の提供を受けることは制度の趣旨に添わないこと

から、他の条例、規則等に書面の提出が義務づけられている場合については、当該書面の

提出があったものとみなす旨を定めるものです。 

また、第５条において、特定の個人情報の利用に関し、必要な事項については、規則で
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定めることとするものです。 

附則として、この条例は、平成３１年４月１日から施行するものです。 

以上で議案第１８号の内容説明を終わります。 

○議長（ ） 議案第１８号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

質疑に入ります。 

○１３番（中村忠士君） はい。 

○議長（ ） １３番中村議員。 

○１３番（中村忠士君） 数字的なことと、それから考え方についてお聞きをしたいんで

すが、まず、数字的なことですが、この個人番号に関して、対象者に対して通知が送られ

たと思うんですが、この通知は、全町民に届いているのかどうかという点ですが、前にお

聞きしたら、受取人がいないというような状況で戻ってくるというケースもあると聞いて

いましたが、対象となる町民に送ったけれども、戻ってくるなどして届いていないという

数については、どのように把握されているか、その率ですね、数と率を教えてください。 

それから、通知ではなくて、個人の申請によってマイナンバーカードというものが交付

されるということになりますけれども、マイナンバーカードの現在の申請数と、割り返せ

ばよいんですけども、マイナンバーが出ている人に対する申請の率ですね。 

それから、全国的にはカードの申請があったけれど、受け取りに来ないという例もある

と聞いています。 

本町では、申請があって、カードが用意されたけれども、本人のもとへ届いていないと

いうか、本人が取りに来ないなどで届いていないという、その理由とその数ですね、お聞

きしたいと思います。 

それから、こういうふうに便利に使おうというのは、一言で言えば便利ですけれども、

その分またリスクも高くなるということですから、別海町の場合、漏えいとか、流出のリ

スクをどのように軽減するというのかな、ゼロに近づけるためにどういう工夫をされてい

るかと。 

防止策ですね。 

具体例として、どういう防止策をとってるかということについてお聞きをします。 

最後ですけどね、このマイナンバーを使う、使わないの選択の自由っていうのはあると

思うんですね、私も今回確定申告しましたけど、マイナンバーを教えてください、と言う

から、嫌です、と言ったんですね。 

そしたら、いいですよ、ということで、マイナンバーを使う、使わないという、その選

択っていうのは自由ですよね。 

その自由というのは担保されるかということを最後にお聞きしたいんですね。 

以上です。 

○議長（ 政勝君） 中村さん、５点ですね。 

○１３番（中村忠士君） ４点かな。 

１点を分けていれば、５点になります。 

○議長（ ） 答弁調整のため暫時休憩いたします。 

午前１１時４０分 休憩 

────────────── 

午前１１時５０分 再開 
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○議長（ ） 会議を再開いたします。 

先ほど中村議員から５点の質問ございました。 

これについての答弁をお願いいたします。 

○福祉部長（河嶋田鶴枝君） はい。 

○議長（ ） 福祉部長。 

○福祉部長（河嶋田鶴枝君） 先ほどの御質問の個人番号の通知カードが届いているか、

あと、マイナンバーカードの申請数、マイナンバーカードを申請していて受け取りに来て

ない人数につきましては、ただいま、ちょっとここに資料を持ってきておりませんので、

後ほど回答させていただきます。 

○総務部次長（今野健一君） はい。 

○議長（ ） 総務部次長。 

○総務部次長（今野健一君） 私のほうから４点目と５点目の御質問についてお答えいた

します。 

まず、防止策につきましては、マイナンバーカードを取り扱う事務につきましては、職

員それぞれにセキュリティーのＩＣカードを利用し、それからログインパスワードをそれ

ぞれ割り振ってですね、それにより管理をしております。 

そのほか、書類については鍵つきのロッカーに必ず保管するように、ということで徹底

しております。 

また、職員の研修としまして、セキュリティー研修を年に１度行っている状況です。 

それから、最後の質問のマイナンバーの提示の選択につきましては、こちらのほうも強

制するものではございませんので、提示がない場合につきましては、それに基づいて、従

来どおりの事務を進めていくというふうにしております。 

以上です。 

○副町長（佐藤次春君） はい。 

○議長（ ） 副町長お願いします。 

○副町長（佐藤次春君） ただいま、福祉部長のほうから１番、２番、３番については、

資料を準備してないということでお答えしましたけれども、今回のこの条例の改正の内容

につきましては、マイナンバーカードをまず持ってるとか、持ってないということは置い

といてですね、条例の定めにより、マイナンバーを使用することを条例で定めて、それに

従って使用すると、そのための条例改正ということでありますので、①、②、③の質問に

対して、答えがなければ、この議案について審議できないということでございましたら、

少し時間をいただいて、午後からでも、数値を回答したいというふうに思いますので、よ

ろしくお願いします。 

○議長（ ） １３番中村議員。 

○１３番（中村忠士君） 今の副町長のことでありますけれども、審議できないのであれ

ばっていうふうにおっしゃったけれども、審議するために質問をしましたのでね、つまり、

どうしてそういう質問をしたのか、反問権になるのかな、ちょっとよくわかりませんが、

どうしてそういう質問をしたかということで言うと、この制度自体が今どういう状況にな

っているのかっていうこときちっとやっぱり捉える必要があるだろうという点からですね、

現状を数であらわされる部分については、数であらわしていただきたいということでお聞

きをしたわけであります。 

それから、４点目についてのお答えがありましたけれども、この各町民のマイナンバー
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については、外部に絶対流出することはないか、ということは、やっぱり利用する者とし

ての非常に大きな心配でありますよね。 

この情報が外部と通じている、あるいは国のどこかの機関と通じているということがあ

りうるかどうか、この点を確認したいと思います。 

○議長（ ） 中村議員に申し上げます。 

まず、最初の１番から３番、数の問題については、先ほど副町長が説明ありましたよう

に資料がここにないんで、資料を調べて、午後からでも答弁をしたいと、こういうことで

ございます。 

それから、今、２回目の質問されました４番、５番については、回答を求めたいと思い

ます。 

ここで会議を暫時休憩いたします。 

午前１１時５４分 休憩 

────────────── 

午前１１時５４分 再開 

○議長（ ） 会議を再開いたします。 

答弁調整がちょっと時間かかるもんですから、午後１時まで会議を休憩いたします。 

午前１１時５４分 休憩 

────────────── 

午後 ０時５５分 再開 

○議長（ ） 多少時間が早いんですが、皆さんおそろいなんで始めたいと思い

ます。 

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

議案第１８号の質問がございました。 

この点について、お答え願います。 

○福祉部次長（青柳 茂君） はい、議長。 

○議長（ ） 福祉部次長。 

○福祉部次長（青柳 茂君） 先ほどの中村議員の御質問のうち、３点について私のほう

からお答えをさせていただきたいと思います。 

まず、１点目ですけれども、通知カードにつきましては、地方公共団体情報システム機

構、いわゆるＪ－ＬＩＳから、簡易書留によりまして個人宛てに送付をされ、不在などの

理由により受け取りをされない場合につきましては、郵便局で一定期間保管後、町のほう

に引き継ぎされます。 

町では、郵便局から引き継がれた通知カードについて、個人宛てに受け取りを促してお

り、現在受け取られず町で保管している通知カードは３０枚となっております。 

２点目ですが、マイナンバーカードの申請者数は、１月末現在、１,４６２名で、交付数

は１,３５７名となっており、人口に対する交付率は約９％となっております。 

３点目です。 

マイナンバーカードを申請し、受け取られていない方は１０５名で、そのうち２５名が

死亡、転出によるもので、残り８０名については、理由は不明となっております。 

また、マイナンバーカードにつきましても、通知カードと同様に、個人宛てに受け取り

を促していることを申し添えます。 

以上です。 
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○総務部次長（今野健一君） はい、議長。 

○議長（  総務部次長。 

○総務部次長（今野健一君） はい。 

私のほうからは、情報漏えいの懸念についてお答えいたします。 

本制度の運用の際にですね、御説明していますとおりなんですが、情報連携においては

個人番号を直接利用するのではなく、暗号化して別な数字に置きかえた上で情報連携が行

われております。 

また、情報の漏えいについては、現時点で漏えいの確認はされておりません。 

以上です。 

○議長（ ） １３番中村議員。 

○１３番（中村忠士君） はい。 

 今、数字がわかりましたので、３０枚がまだ本人に届いていないと、それは、町で保管

してるっていうことですが、今後それは、ずっとそのままの保管の形になるのか、あるい

は何らかの対処を考えているのかという点。 

 あと、この３０枚以外は、全員にきちっと渡ってるっていうふうに理解していいのかっ

ていうことを確認したいと思います。 

それから、マイナンバーカードの問題ですけれども、これも数字出ましたので、ありが

とうございます。 

交付は１,３５７名だと、取りに来ていない方が１０５名ということで、２５名が死亡で、

８０人は不明だということでした。 

この１０５名っていうのは、１,３５７名の中に含まれるのか、あるいは、それ以外にな

るか、そこら辺がちょっとよくわかんなかったんで、交付１,３５７名のうち１０５名にま

だ渡っていないという理解でよろしいのか、そうではないのか、ちょっとそこを確認した

いというふうに思います。 

それから、私、４点目で聞いたのはですね、防止の策について聞いたんですが、再質問

の中で、この情報というのは、町の内部で完結しているわけではないですよね。 

当然、外部っていうか、国の機関との関係があるわけで、その点でのセキュリティーが

いろんな全国的に問題になっているということでありますが、そのトラブルもですね、も

のすごく急激にふえてるわけではないけれども、一定数、常に毎年出てきているという状

況であります。 

だから、そういう状況を勘案して、町では十分な対策がとれているのかどうかを確認し

たくて質問したわけですが、ちょっと漠然としたお話でしたので、具体的にどういうセキ

ュリティーをとられているのか、そこら辺をお聞きしたいと思います。 

○福祉部次長（青柳 茂君） はい。 

○議長（ ） 福祉部次長。 

○福祉部次長（青柳 茂君） はい。 

１点目についてお答えをさせていただきたいと思います。 

通知カードの保管につきましては、今現在まで廃棄をしておりませんでしたが、先日広

報等でもお知らせをしたところですが、翌々年度の年度末まで保管し、廃棄をするという

ことにしております。 

それから、２点目につきましては、町で保管している通知カード３０枚、それ以外の部

分につきましては、当然受け取られているものというふうに認識をしております。 
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３点目でございますけれども、先ほどの御説明の中で、マイナンバーカードの申請者数

が１，４６０人、交付数は１,３５７人となっておりまして、この申請して、交付予定のカ

ードを受けとっていない方、これが１０５名でありまして、その１０５名のうちの２５名

が死亡・転出等で受け取られていないということで、残り８０名につきましては、理由は

確認をしていないということでございます。 

１,３５７名には含まれていないということでございます。 

○議長（  ほかに御意見ございませんか。 

○１３番（中村忠士君） 答弁漏れですよ。 

○議長（  総務部次長。 

○総務部次長（今野健一君） はい。 

お答えいたします。 

セキュリティーの関係ですが、町の情報の中で、求めがあったもののみですね、他の行

政機関に情報提供しているということで、最低限の情報のみの提供ということになってお

ります。 

また、セキュリティーについては、２４時間、監視体制がとられているということです。 

以上です。 

○議長（  ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（  なければ、終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１２ 議案第１９号 

○議長（  日程第１２ 議案第１９号別海町放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたし

ます。 

 内容について説明を求めます。 

○福祉課長（干場みゆき君） はい。 

○議長（  福祉課長。 

○福祉課長（干場みゆき君） 私からは、議案第１９号別海町放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について内容説明いたしま

す。 

議案の２７ページをお開きください。 

本条例の一部改正は、国の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正、

及び学校教育法の改正により、職員の資格要件を一部改正するものです。 

国の主な改正内容は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準では、放課

後児童支援員の資格要件において、教員免許状を取得した後に更新を受けていない場合で

あっても要件を満たすとしたこと。 

また、資格要件の拡大で、補助員として一定の実務経験があるもので、かつ市町村長が

適当と認めた者を対象とすることが追加されました。 

さらに、学校教育法の一部改正により、大学制度の中に、新たな高等教育機関として専

門職大学及び専門職短期大学が設けられたことに伴う改正です。 

議案本文の朗読は省略させていただき、議案資料により御説明いたします。 

議案資料１７ページをお開きください。 
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「条例の一部を改正する条例新旧対照表」となります。 

右側が改正前、左側が改正後の条例で、下線部分が改正箇所であります。 

第１０条第３項第４号は、国の基準の改正に伴い、改正前、「学校教育法の規定により、

幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者」とし

ていたものを、教員免許を取得した後に更新を受けていない場合であっても要件を満たす

とされたことから、「教育職員免許法第４条に規定する免許状を有する者」に改めるもので

す。 

第５号は、学校教育法の一部改正により、大学制度の中に、新たな高等教育機関として

専門職大学、専門職短期大学が設けられ、専門職大学の４年制課程は、前期と後期に区分

することも可とされ、前期課程修了者についても短期大学士が授与されることから、改正

前の続き、「卒業した者」の次に、「（当該学科又は当該過程を修めて同法の規定による専

門職大学の前期課程を修了した者を含む。）」を加えるものです。 

第１０号は、国の基準の改正に伴い資格要件を拡大するもので、「５年以上放課後児童健

全育成事業に従事した者であって、町長が適当と認めたもの」を追加するものです。 

なお、附則として、この条例は、平成３１年４月１日から施行するものです。 

以上で議案第１９号の内容説明を終わります。 

○議長（  議案第１９号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（  質疑を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１３ 議案第２０号 

○議長（  日程第１３ 議案第２０号別海町廃棄物の処理及び清掃に関する

条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

○福祉部次長（青柳 茂君） はい、議長。 

○議長（  福祉部次長。 

○福祉部次長（青柳 茂君） 議案第２０号別海町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の

一部を改正する条例の制定について説明いたします。 

議案書の２９ページをお開きください。 

本条例の改正は、学校教育法の一部改正により、新たな高等教育機関として専門職大学

及び専門職短期大学が設けられたことに伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規

則に規定をする、技術管理者の資格が一部改正されたため、町が設置する一般廃棄物処理

施設に置く技術管理者の資格についても一部改正をするものです。 

それでは、議案の内容説明をいたしますが、議案本文の朗読は省略し、議案資料により

説明いたします。 

議案資料の１９ページをお開きください。 

「条例の一部を改正する条例の新旧対照表」です。 

表の右側が改正前、左側が改正後となります。 

第２５条第６号中「学校教育法に基づく短期大学」の次に、「（同法に基づく専門職大学
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の前期課程を含む。）」を追加し、６行目になります、「科目を修めて卒業した」の次に、「（同

法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む、」を追加するものです。 

第７号につきましても第６号と同様に改正をするものです。 

２０ページにお進みください。 

附則としまして、施行期日を平成３１年４月１日とするものです。 

以上で議案第２０号の内容説明を終わります。 

○議長（  議案第２０号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（  質疑を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１４ 議案第２１号 

○議長（  日程第１４ 議案第２１号別海町母子健康センター設置条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 内容について説明を求めます。 

○母子健康センター長（干場富夫君） 議長。 

○議長（  母子健康センター長。 

○母子健康センター長（干場富夫君） 議案第２１号別海町母子健康センター設置条例の

一部を改正する条例の制定について内容を御説明いたします。 

議案の３０ページをお開き願います。 

本案は、平成３１年度から、出産後に育児不安等を抱える母子に対し、相談、指導及び

助言等を行う産後ケア事業を開始するに当たり、新たな料金設定が必要となったことから

本条例の一部を改正しようとするものです。 

産後ケア事業は、国の母子保健医療対策総合支援事業に位置づけられており、出産退院

後に、心身の不調または育児不安を抱える母子に対して、健康のチェックや授乳指導、育

児相談など、心身のケアや育児サポートを行い、産後も安心して子育てができる支援体制

の確保を目的とした事業です。 

それでは、議案の説明、朗読は省略させていただき、改正内容について議案資料により

説明いたします。 

議案資料の２１ページをお開き願います。 

「別海町母子健康センター設置条例の一部を改正する条例の新旧対照表」となります。 

右が現行条例、左が改正後の条例で、下線部分が改正箇所となります。 

第３条では、産後ケアを事業として位置づけるため、「第４号」を「第５号」とし、第４

号に、「出産後に心身の不調や育児不安等がある者に対する相談、指導及び助言等（以下「産

後ケア」という。）を行うこと。」を追加するものです。 

第４条、使用料は、第１項の表の「区分」に「産後ケア」を、「使用料」に「町内に住所

のある町民」、及び「１回につき１,０００円」をそれぞれ追加し、表を改めるものです。 

附則として、「この条例は、平成３１年４月１日から施行する。」とするものです。 

以上で議案第２１号の内容説明を終わります。 

○議長（  議案第２１号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 
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質疑に入ります。 

○１１番（瀧川榮子君） はい。 

○議長（  １１番瀧川議員。 

○１１番（瀧川榮子君） はい。 

出産後の心身の不調や育児不安等がある者に対する相談ということなんですけれども、

これが１回１,０００円ということですが、町として、自殺予防とか、産後、いろんな心身

の不調によって育児放棄とか、また、それが心身の不調が大きくなったら自殺に向かった

りとかいうようなこともあると思うのですが、これは、あくまでも相談業務で１回    

１,０００円というのではなくて、相談業務として無料で行う必要があるものではないかと

思うんですけれども、この１,０００円となったことについて、もう少ししっかりと説明を

お願いしたいと思いますが。 

○議長（  ちょっと最後のほう聞こえなかったんですけども。 

○１１番（瀧川榮子君） はい。 

この内容について、どうしてこのように決まったか説明をお願いしたいということです。 

○母子健康センター長（干場富夫君） 議長。 

○議長（  母子健康センター長。 

○母子健康センター長（干場富夫君） はい。 

 それでは、お答えいたします。 

本事業につきましては、国の交付金事業を活用して行うこととしておりまして、この要

綱の中で、使用料を徴収することといったようなことが定められております。 

また、国が行った産後ケアに関する全国調査では、１,０００円から４，０００円である

ことや、母子健康センター事業の既存の母子マッサージ等の使用料、そういったものを勘

案して１,０００円と、料金設定のほうを制定させていただくというような内容でございま

す。 

○議長（  瀧川議員。 

○１１番（瀧川榮子君） はい。 

国の交付金を活用してっていうことで徴収しているということなんですが、今後もこの

ことについては、再度、母子を守るというような観点から、この１，０００円という徴収

は適正なものであるかどうかについて、今後検討していただきたいと考えます。 

○議長（  今のは要望でしょうか。 

 それとも、答えが欲しい、答弁ほしいですか。 

○１１番（瀧川榮子君） 一応要望です。 

○議長（  要望ですか。 

○１１番（瀧川榮子君） はい。 

○議長（  はい。 

ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（  なければ、質疑を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１５ 議案第２２号 

○議長（  日程第１５ 議案第２２号尾岱沼ふれあいキャンプ場条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題といたします。 
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 内容について説明を求めます。 

○商工観光課長（伊藤輝幸君） はい、議長。 

○議長（  商工観光課長。 

○商工観光課長（伊藤輝幸君） 議案第２２号尾岱沼ふれあいキャンプ場条例の一部を改

正する条例の制定について内容を御説明いたします。 

議案書３１ページをお開きください。 

本条例の主な内容は、尾岱沼ふれあいキャンプ場の使用料について３点の改正、及び運

営に関する諸事項の改正を行うものです。 

使用料改正の１点目は、入場料徴収単位の変更です。 

現在の入場料は、連続して使用する場合は、数日間にわたっても１回の徴収となってい

ます。 

これを「１人１日につき」と徴収するように改正するものです。 

２点目は、中央管理棟の使用料徴収代を「１名につき」と明確化するものです。 

３点目は、小人数用のバンガローＡの使用料金を増額できるように改正するものです。 

現在、尾岱沼ふれあいキャンプ場には小型のバンガローが１５棟ありますが、老朽化の

ため改修を進めております。 

平成３０年度には３棟の改修を行い、平成３１年度には９棟の改修を予定しています。 

このことから、新旧のバンガローが混在することとなるため、使用者がどちらを選ぶか

という選択肢と公平性を担保する観点から、使用料を新旧の別に設定できるようにするも

のです。 

実際の使用料は、指定管理者と協議の上、決定しますが、新しいバンガローは４,０００

円、古いバンガローは、現在と変わらない２,５００円を想定しております。 

それでは、議案の朗読は省略し、議案資料により説明をいたします。 

議案資料の２３ページをお開きください。 

「条例の一部を改正する条例新旧対照表」です。 

表の右側が改正前、左側が改正後となります。 

改正後の欄で説明をいたします。 

第３条、開設期間について、「尾岱沼キャンプ場の開設期間は、４月２０日から１０月  

３１日までとする。ただし、町長が特に認めるときは、開設期間を変更することができる。」

と開設期間を定めるものです。 

第４条、事業について、第３条を第４条に改め、第４号の「施設利用者」を「施設を使

用又は利用する者」と改めるものです。 

また、改正前の第４条を削るものです。 

第５条、指定管理による管理等について、「町長は、尾岱沼キャンプ場の運営上必要があ

ると認めるときは、指定管理者に管理を行わせることができる。」に改め、また、第２項第

２号を「前条」に改め、及び第３項「第１項の規定により、尾岱沼キャンプ場の管理を指

定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他当該管理に関し必要

な事項は、この条例に定めるもののほか、別海町公の施設に係る指定管理者の指定手続に

関する条例の規定によるもの」と加えるものです。 

これは、指定管理における管理等、他の条例と同様に改めるものです。 

第６条第２項の「手続き」、及び第９条第２号の「毀損」は、文言の修正です。 

第１１条、使用料について、「使用料又は利用料金」を「使用料」に改め、「使用者等は、
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使用に係る料金を納めなければならない。」と文言を改めるものです。 

また、使用料の額は、第２項「使用料は、別表に定める範囲内とする。」と改めるもので

す。 

また、改正前の第３項及び第４項を削るものです。 

ここで、使用料と利用料金について御説明をいたします。 

使用料は、地方自治法第２２５条により、公の施設の使用の対価として徴収するもので

す。 

また、利用料金は、地方自治法第２４４条の２第８項により、指定管理者による公の利

用の対価として、指定管理者の収入として徴収するものです。 

第１２条、使用料の減免について、「使用料等」を「使用料」に、「免除するものとする。」

を「減免することができる。」に改めるものです。 

第１３条、使用料の還付について、「使用料等」を「使用料」に改め、第２項で「還付の

基準は、次のとおりとする。」、第１号「使用者等の責任によらない理由で利用できなくな

ったとき。 全額」、及び第２号「前号に掲げるもののほか、町長が特に認めるとき。    

１００分の１００以内で町長が別に定める額」、それを加えるものです。 

第１４条、特別設備等の設置について、改正前の「指定管理者及び」を削り、改正後は、

「町長」の次に「又は指定管理者」を加えることにより、指定管理者にも承認の権限を与

えるものです。 

第１６条、利用料金について、「町長が適当と認めるときは、指定管理者に、当該公の施

設の利用に係る料金を地方自治法第２４４条の２第８項の規定により、当該指定管理者の

収入として収受させることができる。」、及び第２項「利用料金は、別表２に定める額の範

囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。これ

を変更しようとするときも、同様とする。」を加えるものです。 

第１７条、利用料金の減免について、「指定管理者は、町長が定める基準により、利用料

金を減免することができる。」を加えるものです。 

第１８条、利用料金の還付について、「既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、

町長が特別な事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。」を

加えるものです。 

第１９条、委任について、改正前の第１６条を第１９条に改めるものです。 

２８ページ、別表になります。 

別表２、尾岱沼キャンプ場の項、利用区分及び単位の欄中「一般）」の次に「１人１日に

つき」を、「中学生）」の次に「１人１日につき」を加えるものです。 

中央管理棟の項、利用区分及び単位の欄中「１７時）」の次に「１名につき」、「１２時）」

の次に「１名につき」を加えるものです。 

バンガローＡの使用料の欄中「２,５００」を「４,０００」に改めるものです。 

最後に、附則としまして、「この条例は平成３１年４月１日から施行する。」とするもの

です。 

以上で議案第２２号の内容説明を終わります。 

○議長（  議案第２２号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

質疑に入ります。 

○６番（森本一夫君） はい。 
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○議長（  ６番森本議員。 

○６番（森本一夫君） はい。 

料金の関係なんですけども、バンガローの使用料です。 

今まで２,５００円でやってたんですけれども、今回４,０００円に、１,５００円値上げ

しているわけですが、この理由についてちょっとお知らせください。 

○商工観光課長（伊藤輝幸君） 議長。 

○議長（  商工観光課長。 

○商工観光課長（伊藤輝幸君） お答えいたします。 

先ほどと若干重複する部分がございますけれども、現在、３年間をかけてバンガローＡ

を改修をしております。 

このことによりまして、新しいもの、きれいなものと古いものが混在をすることとなり

ます。 

これに伴いまして、使用者がどちらを選択するのか、そして、場合によっては選択の余

地がなく、やむを得ず、新しいほうを使いたくても古いほうになるという場合も想定され

るかと思います。 

そのような公平性を担保するために、料金を２段階とできるように改正するものです。 

以上です。  

○６番（森本一夫君） はい。 

○議長（  ６番森本議員。 

○６番（森本一夫君） この料金表を見ているとですね、ＡとＡっていうのが一つしか料

金設定がされてませんけども、そのＢについても同じ料金ということになるんでしょうか。 

Ｂっていうか、その古いほうもですね、同じ料金になるのかなと。 

○商工観光課長（伊藤輝幸君） はい、議長。 

○議長（  商工観光課長。 

○商工観光課長（伊藤輝幸君） 御説明いたします。 

バンガローＡというのは、約１３平米の小さなバンガローを指します。 

バンガローＢは、別な場所にあります大きなバンガローになっております。 

今回改正をしておりませんけれども、バンガローＢの利用料金は、１室１泊につき   

６,５００円というふうになってございまして、全く別なバンガローでございます。 

以上です。 

○議長（  ６番森本議員。 

○６番（森本一夫君） はい、わかりました。 

○議長（  ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（  なければ、質疑を終わります。 

○議長（  質疑を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１６ 議案第２３号 

○議長（  日程第１６ 議案第２３号別海町水道事業給水条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。 

 内容について説明を求めます。 

○上下水道課長（外石昭博君） はい、議長。 
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○議長（  上下水道課長。 

○上下水道課長（外石昭博君） 議案第２３号別海町水道事業給水条例の一部を改正する

条例の制定について御説明いたします。 

議案書の３４ページをお開きください。 

本条例の改正は、学校教育法の一部改正により、新たな高等教育機関として専門職大学

及び専門職短期大学が設けられたことに伴い、水道法施行令及び水道法施行規則に規定す

る布設工事監督者及び水道技術管理者の資格について一部改正されたため、町が規定する

布設工事監督者及び水道技術管理者の資格についても一部改正をするものです。 

また、あわせて文言の整理を行うものです。 

それでは、議案の内容を説明いたしますが、議案本文の朗読は省略し、議案資料により

御説明いたします。 

議案資料の２９ページをお開きください。 

「条例の一部を改正する条例の新旧対照表」です。 

表の右側が改正前、左側が改正後となります。 

第７条の２及び第８条は、文言の整理となります。 

次に、第４０条、布設工事監督者の資格について、１行目、「法第１２条第１項」を「法

第１２条第２項」に改め、同条３号中「学校教育法による短期大学」の次に、「（同法によ

る専門職大学の前期課程を含む。）」を追加し、３０ページになります、上から３行目「卒

業した後」の次に、「（同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）」を追

加するものです。 

次に、第４１条、水道技術管理者の資格について、第４１条第２号中３行目「卒業した

後」の次に、「（同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）」を追加し、

６行目「卒業した者」の次に、「（同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した

者）」を追加するものです。 

３１ページをお開きください。 

附則としまして、施行期日を平成３１年４月１日とするものです。 

以上で議案第２３号の内容説明を終わります。 

○議長（  議案第２３号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（  質疑を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１７ 議案第２４号 

○議長（  日程第１７ 議案第２４号町立別海病院及び診療所使用料並びに

手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 内容について説明を求めます。 

○病院事務課長（三戸俊人君） はい、議長。 

○議長（  病院事務課長。 

○病院事務課長（三戸俊人君） 議案第２４号町立別海病院及び診療所使用料並びに手数

料条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。 

 議案書の３６ページでございます。 
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 今回の改正につきましては、厚生労働省より、聴覚障がいの早期発見と早期治療を図る

ために全ての新生児を対象として、新生児聴覚検査を実施するよう通知があり、町立別海

病院においても、平成３０年５月に小児科医が着任したことにより、新生児聴覚検査を実

施するとともに検査料を定めるものでございます。 

 議案の朗読については省略させていただき、議案資料で説明いたします。 

 議案資料の３２ページをお開きください。 

 「条例の一部を改正する条例新旧対照表」でございます。 

 右が改正前、左が改正後となっております。 

 改正後の別表の「新生児管理料」の項の次に、「新生児聴覚検査」「１件」「５,４００円」

を加えるものです。 

 附則として、この条例は、平成３１年４月１日から施行するものでございます。 

 以上で議案第２４号の内容説明を終わります。 

○議長（  議案第２４号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（  なければ、質疑を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１８ 議案第２５号 

○議長（  日程第１８ 議案第２５号工事請負契約の締結について（西春別

駅前団地公営住宅改修建築主体工事（５号棟））を議題といたします。 

 内容について説明を求めます。 

○財政課長（寺尾真太郎君） はい、議長。 

○議長（  財政課長。 

○財政課長（寺尾真太郎君） はい。 

 議案第２５号の内容説明をいたします。 

議案の３７ページをお開きください。 

 本案は、工事請負契約の締結にあたり、予定価格が５千万円を超えるため、地方自治法

第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求めるものであります。 

最初に、議案本文を朗読いたします。 

１、契約の目的、西春別駅前団地公営住宅改修建築主体工事（５号棟）。 

２、契約の方法、簡易公募型指名競争入札による契約。 

３、契約金額、７，７３８万２，０００円（内消費税及び地方消費税額５７３万     

２，０００円）。 

４、契約の相手方、野付郡別海町別海新栄町９番地、株式会社佐々木建設工業、代表取

締役、佐々木仁。 

次に、本案提出に至るまでの入札等の経過について御説明いたします。 

公募期間は、１月９日から１月３０日までの休日を除く１５日間。 

応募者数は５者で、資格審査の結果、全ての応募者が資格ありと認められました。 

入札の執行は２月２８日。 

株式会社佐々木建設工業、株式会社三共工務店、島影建設株式会社、近藤建設株式会社、

みどり建工株式会社の５者による指名競争入札を行い、１回目の入札で落札いたしました。 
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消費税及び地方消費税を除く最高入札価格は７，１８８万円、最低入札価格は     

７，１６５万円で、最低入札者であります本案の株式会社佐々木建設工業と現在仮契約中

であります。 

なお、工期は、本契約日の翌日から１２月の１０日までを予定しております。 

工事の内容につきましては、議案資料で御説明いたします。 

議案資料の３３ページをお開きください。 

本案３６ページまでが本案工事の資料となっております。 

工事の場所は、別海町西春別駅前柏町７番地１。 

工事の概要になりますが、工事名は、西春別駅前団地公営住宅改修建築主体工事（５号

棟）。 

構造は、セラミックブロック造２階建（１棟１２戸）。 

延べ床面積は１，０３３．９７㎡。 

建築面積は６３０．９２㎡です。 

主な工事内容ですが、内部は、給水・給湯・排水管の交換に伴います床・壁・天井の張

りかえ、そのほか、流し台・ガスコンロ台・吊戸棚・洗面化粧台の交換。 

外部は、外壁を湿式外断熱工法で改修し、屋根は耐候性塗材による塗りかえ、建具につ

いてはアルミ建具を断熱アルミ建具に交換するものです。 

３４ページにお進みください。 

左側は、付近の案内図。 

右側の配置図ですが、工事建物は、５棟並んだ建物の左上側になります。 

参考資料として、３５ページに１階と２階の平面図、３６ページには、それぞれの方位

から見た立面図を掲載しています。 

以上で議案第２５号の内容説明を終わります。 

○議長（  議案第２５号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

質疑に入ります。 

○１１番（瀧川榮子君） はい。 

○議長（  １１番瀧川議員。 

○１１番（瀧川榮子君） はい。 

この５号棟は、建設されてから何年経過しているのかお聞きします。 

○建設水道部長（山岸英一君） はい。 

○議長（  建設水道部長。 

○建設水道部長（山岸英一君） 平成７年に建設し、２３年経過しております。 

以上です。 

○議長（  瀧川議員、よろしいですか。 

○１１番（瀧川榮子君） はい。 

○議長（  ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（  なければ、質疑を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１９ 議案第２６号 

○議長（  日程第１９ 議案第２６号辺地に係る公共的施設の総合整備計画
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の変更についてを議題といたします。 

 内容について説明を求めます。 

○財政課長（寺尾真太郎君） はい、議長。 

○議長（  財政課長。 

○財政課長（寺尾真太郎君） 議案第２６号の内容説明をいたします。 

議案の３８ページをお開きください。 

議案第２６号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について。 

本件につきましては、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に

関する法律第３条において、「辺地の公共的な施設を整備しようとするときは、あらかじめ

都道府県知事と協議の上、議会の議決を経て、当該辺地に係る公共的施設の総合的な整備

に関する財政上の計画を定め、これを総務大臣に提出しなければならない。」と規定されて

おりまして、同条第８項の規定により総合整備計画を変更する場合についても同様とされ

ておりますことから、計画内容の変更について議会の議決を求めるものであります。 

なお、北海道知事との協議につきましては、事前に終了していることを申し添えます。 

今回変更するのは、美原・上風連・本別海・西春別の４つの辺地です。 

３９ページをお開きください。 

まず、美原辺地総合整備計画です。 

美原辺地の総合整備計画は、平成２９年度から平成３３年度までの５年間で、今回は、

第１次の変更です。 

変更の内容は、下段、３番の表になりますが、交通道路施設について、橋梁長寿命化補

修工事のほか、別海床丹港線の舗装補修事業を実施予定とするものです。 

別海床丹港線舗装補修事業については、社会資本整備の道路交付金事業の国庫補助を予

定し、計画しておりましたが、当該舗装補修事業は、今後国庫補助の採択を受けることが

難しくなったため、辺地対策事業債で予定したいとするものであります。 

よって、事業費は、変更後において１，４４６万６，０００円減額の２億３,８０３万  

４，０００円となりますが、財源内訳の特定財源は、国庫補助分として、変更後において

４，２０２万１，０００円、逆に、一般財源は１億９，６０１万３，０００円となります

ため、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を１億７６０万円追加し、１億９，５８０

万円とするものです。 

４０ページにお進みください。 

次に、上風連辺地総合整備計画です。 

上風連辺地の総合整備計画は、平成２７年度から平成３１年度までの５年間で、今回は、

第２次の変更です。 

変更の内容は、下段、３番の表になります。 

交通道路施設について、橋梁長寿命化補修の計画事業費及び当該事業の補助見込額の精

査によりまして、変更後において、事業費は、５６万１，０００円減額の５，１６３万   

９，０００円、財源内訳の特定財源は、国庫補助分として３，１５０万８，０００円とな

りますが、一般財源が２，０１３万１，０００円となるため、一般財源のうち辺地対策事

業債の予定額を１６０万円追加し、１，９８０万円とするものです。 

変更後の上風連辺地全施設の事業費合計は１１６億８，４３０万６，０００円となりま

す。 

４１ページをお開きください。 
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次に、本別海辺地総合整備計画です。 

本別海辺地の総合整備計画は、平成３０年度から平成３４年度までの５年間で、今回は、

第１次の変更です。 

変更の内容は、下段、３番の表になりますが、交通道路施設について、橋梁長寿命化補

修事業費５７２万９，０００円を追加するもので、変更後の交通道路施設の事業費を   

１，３７２万９，０００円、財源内訳は、特定財源を８３１万５千円、一般財源を５４１

万４，０００円とし、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を２４０万円追加して、  

５４０万円とするものです。 

また、下水道については、漁業集落排水事業の事業費、及び辺地対策事業債の予定額に

変更はございませんが、本事業は、辺地対策事業債のほか、下水道事業債もあわせて借り

入れる予定としております。 

これまで、本計画書においては、下水道事業債に係る額は、特定財源欄で表示しており

ましたが、北海道と協議の結果、下水道事業債に係る額も一般財源欄で表示することとな

りましたので、財源内訳欄の金額の振りかえを行っています。 

なお、一般財源の２分の１が下水道事業債の対象、もう２分の１が辺地対策事業債の対

象という制度になっています。 

変更後の本別海辺地全施設の事業費合計は６億９，１３２万９，０００円となります。 

４２ページにお進みください。 

最後に、西春別辺地総合整備計画です。 

西春別辺地総合整備計画は、平成２９年度から平成３３年度までの５年間で、今回は、

第２次の変更です。 

変更の内容は、下段、３番の表になりますが、交通道路施設について、橋梁長寿命化補

修事業費３，８０７万８，０００円を追加するもので、変更後の交通道路施設の事業費を

３億１，７５２万８，０００円、財源内訳は、特定財源を１億９，９３５万円、一般財源

を１億１，８１７万８，０００円とし、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を    

１，８４０万円追加して、１億１，８００万円とするものです。 

また、次の段、産業農林道施設は、町が事業主体となる西和地区基盤整備促進事業のほ

か、協和第１地区基盤整備促進事業で、事業費３，８８２万５，０００円を追加するもの

で、変更後の産業農林道施設の事業費を４億４，７３５万７，０００円、財源内訳は、特

定財源を２億８，７５５万８，０００円、一般財源を１億５，９７９万９，０００円とし、

一般財源のうち、辺地対策事業債の予定額を２億２０万円追加して、１億５，７９０万円

とするものです。 

次の下水道につきましては、農業集落排水事業の事業費に変更はありませんが、補助見

込額の精査のほか、先ほど本別海辺地の下水道施設で説明いたしました、下水道事業債の

区分の関連から財源の内訳変更により、変更後において、特定財源を９，２５０万円、一

般財源を１億８５０万円とし、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を５０万円追加し

て、５，４１０万円とするものです。 

変更後の西春別辺地全施設の事業費合計は９億６，５８８万５，０００円となります。 

以上で議案第２６号の内容説明を終わります。 

○議長（  議案第２６号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

質疑に入ります。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（  質疑を終わります。 

ここで会議を１０分間休憩いたします。 

午後 １時５０分 休憩 

────────────── 

午後 ２時００分 再開 

○議長（ ） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

────────────────────────────────── 

◎日程第２０ 議案第２７号 

○議長（  日程第２０ 議案第２７号あらたに生じた土地の確認及び町の区

域の変更（編入）についてを議題といたします。 

 内容について説明を求めます。 

○水産みどり課長（新堀光行君） はい、議長。 

○議長（  水産みどり課長。 

○水産みどり課長（新堀光行君） 議案第２７号あらたに生じた土地の確認及び町の区域

の変更（編入）について内容を御説明いたします。 

議案の４３ページをお開き願います。 

本件につきましては、去る平成２９年第３回町議会臨時会において、風蓮湖物揚場整備

に伴う公有水面埋め立てについて議会の議決を得ているところですが、地方自治法第９条

の５第１項の規定により、公有水面の埋め立てによって町の区域内にあらたに生じた土地

の確認、及び同法第２６０条第１項の規定により、公有水面埋め立てにより生じた土地を

別海町の区域に編入することに対し、北海道知事に届け出をするため議会の議決を求める

ものであります。 

詳細について、議案資料で御説明いたします。 

議案資料の３７ページをお開き願います。 

風蓮湖内の公有水面埋立区域図となっています。 

区域図は、風蓮湖奥に位置する本別海市街地から国道２４４号線を経由し、奥行方面へ

向かう４.６キロメートルの地点で、図面の上部は陸地、下部が公有水面となります。 

埋め立て位置につきましては、図面中央上で赤枠で囲った区域となります。 

それでは、議案に戻りまして、本文を朗読させていただきます。 

あらたに生じた土地の確認及び町の区域の変更（編入）について。 

地方自治法第９条の５第１項の規定により、公有水面の埋立てによって、別海町の区域

内にあらたに生じた次の土地を確認し、同法第２６０条第１項の規定により、当該土地を

町の区域に次のとおり編入するものとする。 

１、所在、野付郡別海町本別海９番６地先の公有水面埋立地。 

２、地積、２８５.７４平方メートル。 

３、編入する区域、野付郡別海町本別海。 

以上で議案第２７号の内容説明を終わります。 

○議長（  議案第２７号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 



 
─ 42 ─ 

○議長（  質疑を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第２１ 議案第２８号 

○議長（  日程第２１ 議案第２８号町道の路線認定及び廃止についてを議

題といたします。 

内容について説明を求めます。 

○管理課長（伊藤一成君） はい、議長。 

○議長（  管理課長。 

○管理課長（伊藤一成君） はい。 

議案第２８号町道の路線認定及び廃止について内容を説明いたします。 

議案の４４ページをお開きください。 

本案は、事業採択の要望及び実施計画などに伴い、町道の変更及び新規の認定が必要と

なったため、認定については、道路法第８条第２項、廃止については、同法第１０条第３

項の規定により議会の議決を求めるものです。 

内容につきましては、議案資料により説明いたします。 

議案資料の３８ページをお開きください。 

既に認定している路線は７２７路線で、総延長は１,１８２キロ２８.０１メートルです。 

今回の認定する路線のうち変更認定となる７路線は、工事の実施設計計画による起終点

の変更、及び道営土地改良事業採択の要求に伴い、町道の全部または一部区間を廃止する

もので、一旦７路線、２７キロ７５８.２６メートルを廃止とし、改めて２４キロ５４２.

１２メートルを再度認定するものです。 

新規認定の７路線につきましては、平成３１年度工事を予定している路線、及び農道を

町道へと認定するもので、１１キロ５２２.４メートルとなり、合計で１４路線、３６キロ

６４.５２メートルを追加し、これにより町道延長を７３４路線、１,１９０キロ３３４.

２７メートルとするものです。 

次に、議案資料の３９ページから４０ページが今回認定する路線の概要となっておりま

す。 

工事の実施及び計画に伴うものが５路線、事業採択に伴うものが３路線、農道を町道へ

認定するものが６路線の計１４路線です。 

次に、４７ページの廃止する路線は、変更認定のため一旦認定を廃止するもので、表の

上から６路線は、区間の変更による廃止、最下段の一路線は、全線廃止するものです。 

４２ページから５６ページの位置図につきましては、説明を省略させていただきます。 

以上で議案第２８号の内容説明を終わります。 

○議長（  議案第２８号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（  質疑を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第２２ 承認第１号 

○議長（  日程第２２ 承認第１号専決処分した事件の承認について（北海

道市町村総合事務組合規約の制定並びに廃止について）を議題といたします。 
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内容について説明を求めます。 

○総務部次長（今野健一君） はい、議長。 

○議長（  総務部次長。 

○総務部次長（今野健一君） はい。 

 承認第１号専決処分した事件の承認についての内容説明をいたします。 

 議案の５０ページをお開きください。 

 なお、議案資料は５７ページになります。 

 本件については、本町が加入している北海道市町村総合事務組合において、このたび、

総務省から、地方自治法上、複合的一部事務組合は、市町村及び特別区しか、これを設置

することができず、北海道が構成員となっている石狩東部広域水道企業団及び石狩西部広

域水道企業団、並びに北海道が構成員となっている一部事務組合を構成員とする北海道市

町村職員退職手当組合は、複合的一部事務組合である総合事務組合に加入できないことか

ら、早急に必要な見直しを行うよう指摘を受けたことにより、総合事務組合からの依頼に

より現行の北海道市町村総合事務組合規約を廃して、今回新たに制定するというものです。 

 組合規約の制定及び廃止については、地方自治法第２８６条第１項の規定により議会の

議決が必要となりますが、急遽の依頼であったため議会を招集する時間的余裕がなかった

ことから専決処分といたしました。 

 規約の変更内容については、１つ目が、総合事務組合に加入できなくなる３団体の削除。 

 ２つ目が、他の地方公共団体から事務の委託を受けられる旨を条文に加えます。 

 ３つ目が、平成２９年度・平成３０年度中に構成団体の名称変更等があったものについ

ての変更です。 

 それでは、議案の朗読は省略し、議案資料により説明をいたします。 

 議案資料の５７ページをお開きください。 

 「北海道市町村総合事務組合規約新旧対照表」になります。 

 表の右側が旧規約、左側が新規約となります。 

 改正箇所は、まず、事務の受託として、総合事務組合は、他の地方公共団体から事務の

委託を受けられる旨を条文に加え、第１４条としています。 

 次に、別表第１の「組合を組織する地方公共団体」、及び別表第２から総合事務組合に加

入できなくなる３団体（石狩東部広域水道企業団、石狩西部広域水道企業団、北海道市町

村職員退職手当組合）を削除するほか、構成団体の名称変更により、江差町ほか２町学校

給食組合を江差町・上ノ国町学校給食組合に、西胆振消防組合を西胆振行政事務組合に改

め、十勝環境複合事務組合が平成３０年３月に解散したため削除するものです。 

 また、附則において、本規約の施行期日を定め、従来の規約を廃止するものです。 

 以上、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分をしたので、内容を報告し、

議会の承認を求めるものです。 

○議長（  承認第１号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行いま

す。 

質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（  質疑を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第２３ 同意第１号 
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○議長（  日程第２３ 同意第１号別海町監査委員の選任についてを議題と

いたします。 

内容について説明を求めます。 

町長。 

○町長（曽根興三君） 同意第１号別海町監査委員の選任について提案説明を申し上げま

す。 

 議案書の６１ページをお開きください。 

 本町の監査委員につきましては、議会からの選出がお一人のほか、見識を有する方とし

てお二人を選任させていただいておりますが、見識を有する方として選任された委員のお

一人が平成３０年１１月３０日付で退職されたため、後任の監査委員の選任について進め

てまいりました。 

 このたび、同意第１号として、新たに竹中仁氏を選任いたしたく、地方自治法第１９６

条第１項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

 なお、任期は、平成３１年４月１日から平成３５年３月３１日までの４年間でございま

す。 

 竹中氏は、別海町別海寿町６３番地の７６にお住まいで、昭和３３年９月１５日生まれ

のことしで満６０歳でございます。 

 主な経歴を若干申し上げますと、昭和５４年３月に専修大学北海道短期大学土木科を卒

業されております。 

 卒業と同時に別海町役場に奉職をされ、建設部道路管理課を始めとしまして、平成２０

年４月には総務部税務課主幹、平成２２年４月には財政課長、平成２４年４月には総務部

長、平成２６年４月には福祉部長、平成２７年６月から現在まで再び総務部長として勤務

され、このたび、平成３１年３月末日をもちまして定年退職をされることとなっておりま

す。 

 これまで、持続可能な自治体経営の推進に向けて、本町の行財政運営に力を注いでいた

だいており、監査委員として適任と考えている次第でございます。 

 御審議の上、ぜひ御同意を賜りますよう、お願いを申し上げます。 

○議長（  同意第１号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行いま

す。 

質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（  質疑を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第２４ 同意第２号 

○議長（  日程第２４ 同意第２号根室町村等公平委員会委員の選任につい

てを議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

町長。 

○町長（曽根興三君） 同意第２号の提案理由を御説明申し上げます。 

 議案書の６２ページをお開きください。 

 本件につきましては、根室町村等公平委員会委員の選任について地方公務員法第９条の

２第２項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 
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 根室町村等公平委員会につきましては、根室振興局管内の４町が共同で公平委員会を設

置しておりまして、現在、本町の下川原洋氏、羅臼町の寺澤哲也氏、そして、標津町の渡

辺好之氏の３名の方が委員に選任されているところでございます。 

 委員の選任につきましては、関係町長等と協議をし、候補者を定めているところでござ

います。 

 このたび、標津町の渡辺好之氏が、本年３月３１日をもちまして任期満了となります。 

 このため、新たに次の方を根室町村等公平委員会委員に選任いたしたく、議会の同意を

求めるものでございます。 

 新たな公平委員会委員は、中標津町東５条南８丁目１番地の６にお住まいの大形幸男氏

でございます。 

 大形氏は、昭和２６年１０月１２日生まれの６７歳でございます。 

 主な経歴を申し上げますと、昭和４９年３月に駒澤大学経済学部を卒業後、同年９月に

中標津町役場に奉職をされ、税務課住民税係長、保健介護課長、建設水道部長、総務部長

などを歴任され、平成２４年３月に定年退職をされております。 

 同年４月から社会福祉法人中標津有隣福祉会理事などを務められております。 

 なお、任期につきましては、平成３１年４月１日から平成３５年３月３１日までの４年

間でございます。 

 大形氏については、人格、識見ともに優れた方でありますので、御審議の上、ぜひ御同

意を賜りますよう、お願いを申し上げます。 

○議長（  同意第２号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行いま

す。 

質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（  質疑を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第２５ 報告第１号 

○議長（  日程第２５ 報告第１号専決処分の報告について（上西春別中学

校旧校舎・旧講堂とりこわし工事）を議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

本件は、報告のみであります。 

○財政課長（寺尾真太郎君） はい、議長。 

○議長（  財政課長。 

○財政課長（寺尾真太郎君） はい。 

 報告第１号の内容説明をいたします。 

 議案の６３ページをお開きください。 

 報告第１号専決処分の報告について。 

 本件は、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会の議決により指定された工

事請負契約に変更の必要性が生じ、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定によ

り報告するものです。 

 専決処分書を朗読いたします。 

 専決処分書。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 
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 平成３１年２月１９日。 

 別海町長、曽根興三。 

 工事請負契約の一部変更について。 

 平成３０年９月１４日議案第７０号により議決を経て締結した、上西春別中学校旧校

舎・旧講堂とりこわし工事請負契約の一部を次のように変更する。 

 契約金額「６，７５０万円（内消費税及び地方消費税額５００万円）」を「６，５３７万   

２，４００円（内消費税及び地方消費税額４８４万２，４００円）」に改める。 

 変更の内容につきましては、設計時に概数として取り扱っておりました解体発生材の数

量の確定に伴いまして、２１２万７，６００円の減額となったものです。 

 以上で報告第１号の内容説明を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎散会宣言 

○議長（  以上で本日の日程は、全部終了いたしました。 

本日は、これで散会いたします。 

なお、１１日月曜日は、午前１０時から一般質問を行います。 

皆さん大変御苦労さまでございました。 

散会 午後 ２時４３分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


